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○ ＮＧＮは、高い信頼性・安全性・セキュリティを確保した上で、１つのネットワーク上において音声通信、データ通信及び映像配
信といった様々なサービスを統合的かつ安定的に提供する機能を実現。

○ また、多様な通信サービスに対応するため、最優先クラス、高優先クラス、優先クラス及びベストエフォートクラスの４つの品質
クラスによる通信が提供されている。
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機能の内容 接続料（H29年度申請） 相互接続点 利用事業者

ＩＧＳ
接続機能

接続事業者が自網を関門交換機（ＩＧＳ）を介してＮＧＮ又
はひかり電話網に接続し、ＮＴＴ東日本・西日本のひかり電
話ユーザとの発着信を実現するために利用する機能

（ＮＴＴ東日本）
1.50円（3分）

（ＮＴＴ西日本）
1.93円（3分）

（ＮＴＴ東日本）
３６ビル

（ＮＴＴ西日本）
６２ビル

（ＮＴＴ東日本・西日本で）それ
ぞれ２４社の接続事業者が利
用

ＮＧＮの接続メニューについて①（ＩＧＳ接続機能） 2
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機能の内容 接続料（H29年度申請） 相互接続点 利用事業者

中継局
接続機能

接続事業者が自らのＩＰ網をＮＧＮのＧＷルータに接続し
てＮＧＮを利用するための機能

（ＮＴＴ東日本）
458.3万円（10Ｇﾎﾟｰﾄ・月額）

（ＮＴＴ西日本）
404.2万円（10Ｇﾎﾟｰﾄ・月額）

（ＮＴＴ東日本）
２ビル（東京、群馬）

（ＮＴＴ西日本）
２ビル（大阪、愛知）

NTT東日本・西日本の利用部
門のみ
（ＮＴＴ東日本・西日本が接続し合って
いるのみ）

ＮＧＮの接続メニューについて②（中継局接続機能） 3
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機能の内容 接続料（H29年度申請） 相互接続点 利用事業者

収容局
接続機能

接続事業者が自ら調達した回線等をＮＧＮの収容ルータ
に接続してＮＧＮを利用するための機能

（ＮＴＴ東日本）
119.7万円（１Ｇ装置・月額）

（ＮＴＴ西日本）
151.5万円（１Ｇ装置・月額）

（ＮＴＴ東日本）
1,220ビル

（ＮＴＴ西日本）
1,084ビル

接続事業者の利用実績なし

ＮＧＮの接続メニューについて③（収容局接続機能） 4
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（参考）ＩＳＰ接続
・ＩＳＰ事業者が、網終端装置等を介して自網（ＩＰ網）をＮＧＮと接続し、ＮＴＴ東日本・西日本のユーザにインターネット接続サービスを提供するために利用する形態。
・この場合、ＩＳＰ利用料とＮＴＴ東日本・西日本のフレッツ光サービス利用料は「ぶつ切り料金」として別々に設定される。
・ＩＳＰ網とＮＧＮを接続する網終端装置は一部（接続用ポート）の費用のみ接続事業者から網改造料として徴収。ＧＷルータの費用は全体を接続事業者から網改造料として徴収。
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機能の内容 接続料（H29年度申請） 相互接続点 利用事業者

優先パケット
識別機能

接続事業者が自らのＩＰ網をＮＧＮのＧＷルータに接続し、
収容ルータにおいて優先パケットの転送の可否を決定し、
優先パケットを転送、または、ベストエフォートへマーク
ダウンして転送してＮＧＮを利用するための機能

（ＮＴＴ東日本）
2.01円（1契約・月額）

（ＮＴＴ西日本）
1.88円（1契約・月額）

（ＮＴＴ東日本）

２ビル（東京）
（ＮＴＴ西日本）

２ビル（大阪）

１社の接続事業者
（2017年度サービス開始予定）

優先パケット
ルーティング
伝送機能

接続事業者が自らのＩＰ網をＮＧＮのＧＷルータに接続し、
優先パケットをベストエフォートパケットよりも優先して転
送することで、一定の通信品質を確保してＮＧＮを利用
するための機能

（ＮＴＴ東日本）
0.035668円（1Mbit）

（ＮＴＴ西日本）
0.037654円（1Mbit）

（ＮＴＴ東日本）

２ビル（東京）
（ＮＴＴ西日本）

２ビル（大阪）

１社の接続事業者
（2017年度サービス開始予定）

ＮＧＮの接続メニューについて④（優先パケット識別機能等） 5

ＮＧＮ

接続事業者網

優先パケット識別機能及び優先パケットルーティング

伝送機能を利用した新サービスを利用するユーザ

発信

着信

収容ルータ

ＧＷルータ

ＧＷルータ

フレッツ光ユーザ

優先クラスのパケット

ベストエフォートクラスのパケット

中継ルータ

光コラボのサービスを
利用するユーザ

ＮＧＮの転送品質クラスには、以下の４つがある。
1.最優先クラス 2.高優先クラス
3.優先クラス 4.ベストエフォートクラス

収容ルータにおける優先パケット転送の流れ

①優先パケットを受信

②パケットのヘッダー及び量を見て、あらか
じめ設定してある契約者ごとの利用条件
（宛先・利用帯域等）に照らし、優先パ
ケットの転送可否を決定

③優先パケットを転送またはベストエフォートへ
マークダウンして転送

収容ルータ

高速制御部※

基本制御部等

優先パケット識別機能
（収容ルータの機能により優先制御を実施）

※ 収容ルータは、高速制御部と基本制御部等から構成されている。
高速制御部では、各種サービスの契約の有無を設定情報として保持し、
・ 契約者以外からのパケットの破棄、
・ 優先サービス契約者からのパケットの優先転送
等を行っている。

ベストエフォートクラスの
パケットよりも優先して
転送することで、一定の
通信品質を確保

優先パケットルーティング
伝送機能

優先パケット識別機能

ＧＷルータの機能により優先制御を実施

インターネット

GWルータにおける優先パケット転送の流れ

①優先パケットを受信

②あらかじめ設定してあるポートごとの利用条件に照らし、優先パ
ケットの転送可否を決定

③優先パケットを転送またはベストエフォートへマークダウンして転送

網改造料

■ 優先パケット識別機能及び優先パケットルーティング伝送機能の仕組み

○ 平成28年12月に「第一種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令」（平成28年総務省令第97号）により優先パ
ケット識別機能及び優先パケットルーティング伝送機能を新たにアンバンドル。

○ 今後、データ系や映像系で上記優先パケットに係る機能を利用するにあたり、ＮＧＮの優先パケットの扱いが課題となる。



ＮＧＮのＩＳＰ接続 6

○ 平成21年８月、ＮＴＴ東日本・西日本のNGNにおいてIPv6によるインターネット接続サービスを提供するため、PPPoE方式（トンネル方式）
及びIPoE方式（ネイティブ方式）に係る網改造料等を接続約款に規定（IPv4インターネット接続はPPPoE方式のみ。）。

○ IPoE方式は、現在POIが東京及び大阪に限定されているため、東京・大阪以外の都道府県からNGNと接続する場合は、県間伝送路を不
可避的に使用する必要がある。

ＩＰｏＥ※方式（ネイティブ方式）

NGN

HGW
IPv6インターネット接続用
アドレス（ISP事業者が払出し）

ユーザとISPを結びつけ
る論理的な「トンネル」を
構築し、IPv6インターネ
ット接続を実現

※ Point-to-Point Protocol over Ethernet

収容ルータ

IPv6インターネット

ＮＧＮサービス用
アドレス（ＮＴＴ東日
本・西日本が払出し）

網終端装置

＝

IPv6トンネル対応アダプタ

ISP事業者

IPv6用集約装置

NTT東日本・西日本では、
このIPv6アドレスがどの
ISPから払い出されたもの
かわかず、適切なISPに
転送することができない

A B P…

NGN

＝

開通
サーバ

収容ルータ

IPv6インターネット

ISP事業者

GWルータ
(IPoE)

ISP事業者

HGW

IPoE接続事業者は最大16者

ISP事業者

VNE事業者

IPoE接続事業者から預か
ったIPv6アドレスを払出し

IPv6インターネット接続及び
NGNサービスは同じIPoE接続
事業者のアドレスを利用

アドレス・ユーザ

管理機能

開通サーバ接続
用収容ルータ

＝

※ Point-to-Point Protocol over Ethernet ※ IP over Ethernet

ＰＰＰｏＥ※方式（トンネル方式）

ＰＰＰｏＥ方式 ＩＰｏＥ方式

インターネット接続 IPv4／IPv6 IPv6

エッジ設備 網終端装置 ＧＷルータ

エッジ設備のコスト回収
ＮＴＴ東日本・西日本がコスト負担

（一部（接続用ポート部分）は網改造料）
網改造料

接続事業者数 制限なし（現在８０者（東日本５１者、西日本４７者）） 最大１６者（現在３者）

ＰＯＩの場所 都道府県毎 東京及び大阪

優先パケットの利用 利用できない 利用できる

ＩＰアドレス

の払出

インターネット接続サービス ＩＳＰ事業者 ＮＴＴ東日本・西日本
（IPoE接続事業者に割り振られた

IPv6アドレスを預かり、ユーザに払出し）ＮＧＮサービス ＮＴＴ東日本・西日本

異なるＩＰ
アドレスを
使い分ける



ＮＧＮの共用設備のコスト配賦①（ポート実績トラヒック比）

○ 「次世代ネットワークに関する接続料算定等の在り方について」報告書（2008年12月）に基づき、2010年度以降のＮＧＮ接続料の算定に用いるコス
トドライバとして、「ポート実績トラヒック比」等を採用する案が示された。

○ これを踏まえ、ＮＧＮで提供される複数の機能で共用される設備（共用設備のうち、中継ルータ、伝送路及び収容ルータ（高速制御部の一部を除く））に
かかるコストは、この「ポート実績トラヒック比」を用いて関係する機能へと配賦されている。

○ 「ポート実績トラヒック比」は、まず、各エッジ設備＊１のポートを通過する１年間のトラヒックを集計し、それぞれのエッジ設備が対応している機能ごと
のトラヒック小計を算出した後に、機能ごとのトラヒック小計をエッジ設備全体の総トラヒックで除すことにより算出される比率。

○ 「ポート実績トラヒック比」の算出にあたっては、QoS換算係数及び帯域換算係数を考慮。

■ 中継ルータ・伝送路（ダークファイバ以外）・収容ルータ（高速制御部の一部を除く）

１ポートあたりトラヒック×QoS換算係数×帯域換算係数×稼働ポート数＝QoS換算・帯域換算後ポート実績トラヒック

■ 伝送路（ダークファイバ）＊２

１ポートあたりトラヒック×QoS換算係数×稼働ポート数＝QoS換算後ポート実績トラヒック
＊１ ネットワークのエッジ（端）にある設備（網終端装置、GWルータ、メディアゲートウェイ等）
＊２ 伝送路のうち、中継ダークファイバについては、スケールメリットが働かないことから、伝送路（ダークファイバ）についてのみ、QoS帯域換算後ポート実績トラヒック比を用いてコストを按分している。

【算定方法】 以下の計算式により、各機能ごとにエッジ設備にあるポートを通過するトラヒック（ポート実績トラヒック）を算定

7

：中継局接続機能

：第一種指定電気通信設備利用部門がコスト総額を負担（接続料原価から控除）

：収容局接続機能 ：ＩＧＳ接続機能

ＳＮＩ接続事業者ＶＰＮユーザ
ＩＳＰ

事業者

◎ ◎

ＩＰｏＥ接続事業者※７

ＳＩＰサーバ

◎ ◎

ＩＧＳ接続
事業者

優先転送
事業者

網終端装置

中
継
ル
ー
タ

及
び
伝
送
路

固有
設備

：網改造料として回収

ＳＮＩ
収容ルータ
（高優先）

ＧＷルータ
（ＩＰｏＥ接続）

ＳＮＩ
収容ルータ
（ＢＥ）

網終端装置

ＩＧＳ

メディア
ゲートウェイ

ＧＷルータ
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フレッツ 光ネクスト等

（ＢＥ）

【１】
フレッツ 光ネクスト等

（ＢＥ）

【３】
地デジ再送信
（高優先）

共用
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：優先パケットルーティング伝送機能※６

※１ ※２ ※３

【２】
フレッツ・
ＶＰＮ

【３】
フレッツ・
キャスト等

【５】ひかり電話・【６】データコネクト
（最優先・高優先）

：優先パケット識別機能※６

NNI：Network-Network Interface
UNI：User-Network Interface
SNI：Application Server-Network Interface

ＮＮＩ

ＮＮＩ

ＮＮＩ ＮＮＩ ＮＮＩUＮＩ SＮＩ SＮＩ

優先転送
サービス※４

（優先）

【４】
フレッツ

光ネクスト

プライオ※５

（優先）

■ＮＧＮの接続約款上の機能とサービスの対応関係

※１ 網終端装置の接続用ポート見合いのコストは、網改造料としてＩＳＰ事業者が負担
※２ ＧＷルータ（ＩＰｏＥ接続）については、網改造料としてＩＰｏＥ接続事業者が負担
※３ ＧＷルータ（中継局接続）の接続用ポート見合いのコストは、網改造料として中継局接続事業者が負担

※６ 優先パケット識別機能及び優先パケットルーティング伝送機能は現在申請中
※７ ＩＰｏＥ接続事業者が自ら優先転送事業者となることも可能

※４ 優先パケット識別機能及び優先パケットルーティング伝送機能を利用したサービス
※５ 接続点のない網内折返し通信は、接続機能にはならない

（出所）ＮＴＴ東日本・西日本資料を基に作成

現行では、収容ルータ
のコストの大宗は収容
局接続機能で負担
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○ 「次世代ネットワークに関する接続料算定等の在り方について」報告書（2008年12月）において、「2009年度接続料の算定の
際には、できる限りQoSの有無・程度を費用配賦に反映することが適当である。」との考え方が示されたことを踏まえ、ＮＴＴ東日
本・西日本はＱｏＳ換算係数を用いて中継ルータ、伝送路※1及び収容ルータ（高速制御部の一部を除く。）のコスト配賦を行っている。

○ このQoS換算係数は、QoS通信のうち、SIPサーバで帯域を確保している最優先通信及び高優先通信においては、通信品質
を確保するため、通信そのものに必要な帯域に対して一定の帯域を上乗せ※2して管理している点に着目したものである。

QoS通信（最優先） ： QoS通信（高優先） ： QoS通信（優先）・ベストエフォート ＝ １．２０ ： １．１６ ： １．００

ＱｏＳ換算係数

■ 等間隔に並んで送信されたパケットが、１つの装置で複数通信のパケットを束ねて転送する際に間隔がずれることを「ゆらぎ」という。

■ 「ゆらぎ」があるとパケットの間隔が詰まっているところでより大きい帯域を使うことになる。

■ こうした「ゆらぎ」を吸収するために、ＮＧＮでは、網管理上、通信要求時の要求帯域に対して上乗せした帯域で管理しており、品質が

高いほど上乗せする率を高く設定している。

等間隔に並んだ
パケット 時間

帯域

時間

帯域
要求帯域

ゆらぎを考慮し
上乗せした帯域

ゆらぎのある
パケット

要求帯域
87654321

87654321

遅れ遅れ遅れ

87654321

時間

時間

・ ベストエフォート ： 上乗せなし
・ ＱｏＳ（優先クラス） ： 上乗せなし
・ ＱｏＳ（高優先クラス） ： 要求帯域の１６％
・ ＱｏＳ（最優先クラス） ： 要求帯域の２０％

《当社の現行の上乗せ帯域の設定》

※1 中継ダークファイバを含む。
※2 最優先通信で要求帯域の20％、高優先通信で要求帯域の16％を上乗せ。

（出所）ＮＴＴ東日本・西日本資料を基に作成

（ＮＴＴ東日本・西日本共通）



１ポート当たり
トラヒック 1G 10G
比率 1 10

ポート実績
トラヒック比

1

中継ルータ

ＮＧＮの共用設備のコスト配賦③（帯域換算係数）

帯域換算係数

○ 「次世代ネットワークに関する接続料算定等の在り方について」報告書（2008年12月）において、「帯域換算等係数を用いることは、妥当
性を有する」との考え方が示されたことを踏まえ、ＮＴＴ東日本・西日本は帯域換算係数を用いて中継ルータ、伝送路※及び収容ルータ（高

速制御部の一部を除く。）のコスト配賦を行っている。

○ この帯域換算係数は、一般的にＩＰ系の装置は、帯域差に比して装置価格差が生じておらず、スケールメリットが働く点に着目したもの
である。

ＮＴＴ東日本：帯域10倍ごとにコスト約2.6倍、ＮＴＴ西日本：帯域10倍ごとにコスト約2.4倍

9

網終端装置

トラヒック1G トラヒック10G

：

：

関係式
を推定

帯域とポートあたり価格の関係（※）

ポート帯域 比率 ポート単価 比率

100 Mbps 1 585,060円 1.0

1,000 Mbps
(1 Gbps)

10 1,611,122円 2.8

10,000 Mbps
(10 Gbps)

100 3,898,173円 6.7

帯域とコストの関係

ポ
ー
ト
単
価
（円
）

※販売価格はシスコシステムズ製品の国内大手販売代理店の見積もり価格に基づく。

(帯域10倍ごとにコスト約2.6倍の関係)

ポート帯域（Mbps）

ｙ＝89,723ｘ
0.41183

【ＮＴＴ東日本】

※販売価格はシスコシステムズ製品の国内大手販売代理店の見積もり価格に基づく。
ポート帯域（Mbps）

ｙ＝97,639ｘ
0.38785

帯域とコストの関係

関係式
を推定

帯域とポートあたり価格の関係（※）

ポ
ー
ト
単
価
（円
）

ポート帯域 比率 ポート単価 比率

100 Mbps 1 585,496円 1.0

1,000 Mbps
(1 Gbps)

10 1,408,555円 2.4

10,000 Mbps
(10 Gbps)

100 3,493,193円 6.0

(帯域10倍ごとにコスト約2.4倍の関係)

【ＮＴＴ西日本】

（出所）ＮＴＴ東日本・西日本資料を基に作成

メディア
ゲートウェイ 網終端装置

■帯域換算係数を加味したポート実績トラヒック比の計算 ■（参考）帯域換算係数の導出方法

メディアゲートウェイ

ポート ポート

帯域換算
係数を加味

2.6（東日本）
2.4（西日本）

通信事業者等で広範な実績のあるルータの価格を基に帯域とコストの関係式を
推定し、比率を算出。

エッジ設備（メディアゲートウェイ、網終端装置等）のポートを通過する
トラヒック（１ポート当たり）を基に比率を算出。

※中継ダークファイバを除く。

伝送路 伝送路

【A機能】 【B機能】（例）

の場合


